
公害防止管理者試験 平成 25年度 公害総論の解説 

公害防止管理者受験対策 kougainet 作成 

 

 

解答(3) 

正しくは「都道府県知事」である。その他の記述は正しい。 

ここでは問われていないが、環境基準が設定されているのは、①大気汚染、②水質の汚濁、③土壌汚染および④

騒音だけであることを覚えておくとよい。また、振動、悪臭については環境基準が設定されていないことにも注

意が必要である。 

 



 

 

解答(5) 

第 1条の文章がそのまま引用されている。 

 

 

 

解答(4) 

「環境物品等の調達」については、記載がない。 

もちろん大切なことではあるが、法律の問題なので、文言に含まれていなければ、当然誤りとなる。 



 

 

解答(5) 

正しくは都道府県知事の解任命令により解任されたときは、その日から「2年間」、公害防止管理者及び公害防止

管理主任管理者の代理者になることができない。 

 

 

 

解答(2) 

公害防止管理者を選任しなかった時の罰則は、「50万円以下の罰金」となっている。 

第 16条に記載されている。 

 

 



 

 

解答(5) 

微小粒子状物質の一般局における環境基準を達成できているのは 34 局中 11 局であり 90%を大きく下回ってい

る。この問題は、「微小粒子状物質(PM2.5)」と「浮遊粒子状物質」の環境基準達成率を混同して覚えてしまって

いる方へのひっかけ問題である（平成 22年度は浮遊粒子状物質の一般局における環境基準達成率が 93%）。 

 

 

 

解答(5) 

発生機構については、環境省の以下記述が参考になりますので、ご覧下さい。 

（http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info/attach/faq.pdf） 

  

 



 

 

解答(3) 

1,2-ジクロロエタンには環境基準は設定されていない。ただし、有害大気汚染物質の優先取組物質には指定され

ており指針値は設定されていることに注意が必要。 

 

 

 

解答(1) 

水質にかかわる、人の健康の保護に関する環境基準は 26項目設定されている。 

 

 

 

解答(3) 

有機物成分（BOD、COD）が最も多い。生活排水の組成については以下の環境省の資料が参考になる。 

（https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/manual/pdf_kanrisya/chpt2.pdf より） 

https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/manual/pdf_kanrisya/chpt2.pdf


 

 

 

 

解答(4) 

4000Hz以上の周波数ではなく、低周波数域の騒音が問題となっている。 

 

 

 

 

解答(2) 

 



 

 

解答(1) 

SAICM：Strategic Approach to International Chemicals Management の略 

     （国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ） 

PRTR：Pollutant Release and Transfer Registerの略 

    （化学物質排出移動量届出） 

MSDS：Material Safety Data Sheet 

（化学物質等安全データシート） 

    ⇒今後、SDSと呼ばれるようになっていくと思われる。 

GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

   （化学品の分類及び表示に関わる世界調和システム） 

TEQ：Toxic Equivalent 

（毒性等量） 

   ⇒ダイオキシン類の毒性評価に用いられる。 

 

 

 

解答(5) 

97.9～98.0%削減されている。 



 

 

解答(1) 

ハザードとは潜在的な危険ののことであり、リスクの結果として起こる事象ではない。 


